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民法・不動産登記法部会資料 ４７ 

 

 

共有関係の見直し 

（通常の共有関係の解消方法） 

 

第１ 裁判による共有物分割 

裁判による共有物分割に関する規律（民法第２５８条）を次のように改め

ることで、どうか。 

① 共有物の分割について協議が調わないとき、又は協議をすることがで

きないときは、共有者は、その分割を裁判所に請求することができる。 

② 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。 

ア 共有物の現物を分割する方法 

イ 共有者の一人又は数人に、他の共有者の持分の価額に相当する金銭

を支払わせて、その持分を取得させる方法 

  ③ 裁判所は、②に掲げる方法により共有物を分割することができない場

合、又はその分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある場

合には、その競売を命ずることができる。 

④ 裁判所は、共有物の分割の判決において、当事者に対して、金銭の支払、

物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。 

 

（補足説明） 

本文は、②を除き、部会資料３７と基本的に同じである。 

部会資料３７においては、共有物分割に関するこれまでの判例の考え方を踏

襲することを前提に、同様の枠組みをとっている遺産分割に関する規律を参考

に、「特別の事情があると認めるとき」（家事事件手続法第１９５条参照）に賠

償分割を認める旨の規律を設けることを提案していた。第１６回会議において

は、「特別の事情」という要件を設けることによって、賠償分割の検討順序が現

物分割に劣後するという疑義が生じ得るという意見や、「特別の事情」の内容を

本文から読み取ることができないといった意見があった。 

改めて検討すると、検討順序において賠償分割と現物分割とを同順位としつ

つ、賠償分割については最判平成８年１０月３１日民集５０巻９号２５６３頁
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が判示しているような判断要素をすべて明文化しようとしても、明文化するこ

と自体が困難であるのみならず、賠償分割についてのみ判断要素に関する規律

を設ける限り、賠償分割の検討順序が現物分割に劣後するかのような疑義が生

ずることを回避することができないと考えられる。 

そうすると、裁判所が命ずることができる共有物の分割方法として、現物分割

（いわゆる部分的価格賠償を含む。）及び賠償分割（いわゆる全面的価格賠償）

があることを列挙する規律を設ける一方で、賠償分割における判断要素につい

ては規律を設けず、引き続き判例法理に基づく判断に委ねることとすることが

適切であるように思われる。 

そこで、本文②において、裁判所が命ずることができる共有物の分割方法とし

て、現物分割及び賠償分割があることを列挙した上で、本文③において、これら

の分割方法によっては分割することができない場合、又はその価格を著しく減

少させるおそれがある場合に、裁判所が競売を命ずることができる旨の規律を

設けることを提案している。 

 


